
3 届出書の記載要領

森林法施行規則の規定に基づき、申請書等の様式を定める件 (昭和37年 7月 2日 農林省告示第851号 )

4 規則第 9条第 1頂の届出書の様式

様式は正しいか ?

記載漏れはないか? ヽ
伐 採 及 び 伐 採 後 の 造 林 の 届 出 書

伐採の始期の 30～ 90日

が提出されているか ?

届出人の氏名・住所が正確

に記載されているか?

年 月 日

市町村長 殿

記載の内容と森林簿情

報に皿隠はないか?

次のとお り森林の立木を伐採

1 青甲
天 氏鬼

 隣変ほR:薯伝良宅〕
たいので、森林法第 10条の8第 1項の規定により届け出ま

す。

本伐採は届出者である (の うち) Oが所有する立木 (又は長期受委託契約に基づき△△が

所有する立木)を伐採するものです

1 森林の所在場所

2 伐採及び伐採後の造林の計画

別添の伐採計画書及び造林計画書のとおり

3 備考

注意事項

1 伐採する森林の所在する市町村ごとに提出すること。

2.伐採する者と伐採後の造林をする者 とが異なり、これらの者が共同して提出する場

合にあつては、1当該伐採する者 と当該伐採後の造林をする者が(伐採皮び伐採後の造

林の計画をそれぞれ作成 した上で、連名で提出すること。

3 伐採及び伐採後の造林の計画はヽ森林の所在場所ごとに記載することとし、面積

は、小数第2位まで記載し、第3位を匹l捨五入することと

伐採を行う森林が所在する市町

村の長あてとなっているか?

①伐採箇所ごとに層出書を作成する。

②複数地番にまたがる場合は、全ての

地番を記載する。

③必要に応じて届出に係る区域を示す

図面を添付する。

①届出人が森林所有者そ
原に基づき立木め使用
益をする者となつているか?

る (権原を有する)者 と

伐採後の造林をする (権原を

有する)者が異なる場合、連名
となっているか?    ィ!

又は

森林法以外の法令により施業の制限がある場合はその種列I等 を記載する。



(別添 )

伐 採 計 画 書

(伐採する者の住所・氏名 )

1 伐採の計画

2 備考

注意事項          |
1 伐採率欄には、立木材積による伐採率を記載すること。
2 樹種は、すぎ、ひのき、まつ (あかまつ及びくろまつをい う。)、 からまつ、えぞ
まつ、とどまつ、その他の針葉樹、ぶな、くぬぎ及びその他の広葉樹の別に区分して
記載すること。     i
3 伐採齢欄には、伐採する森林が異齢林の場合においては、伐採する立木のうち最も
多いものの年齢を記載 し、最も年齢の低いものの年齢と最も年齢の高いものの年齢と
を 「 (O～O)」 のように記載すること。

'

4 伐採の期間が 1年を超える場合においては、年次別に記載すること。

2位ま て し か

伐 採
1面

積 ha(う ち人工林  ha、 天然林  ha)
F

伐 採 方 法 主伐 (皆伐・択伐)・ 間伐 伐採率 %

作 業 委 託 先

伐 採 樹 種

伐  採  齢

伐 採 の 期 間

集材路・架線 。その他 (  )集 材 方 法

集 材 路 の場 合
予定幅員・延長 幅員  m ・ 延長 m

①始期は届出年月日以降 30～

90日 となっているか?
②伐採の期間が 1年を超える
場合は、年次別に伐採の計
画が記載されているか?

3m そ

ていないか ?
幅員
l ha



(別添 )

伐採後の造林の計画

(1)造林の方法別の造林面積等の計画

造 林 計 画 書

(造林をする者の住所・氏名 )

1

①伐採の方法が主伐の場合、伐

採面積と造林面積が一致してい

るか?(伐採後に森林以外の用

途に供される場合を除く。)

②市町村森林整備計画に定める
「植栽によらなければ適確な更

新が困難な森林」又は「木材生産
機能維持増進森林のうち、特に

効率的な施業が可能な森林Jの
うち人工林の場合、人工造林が

計画されているか?

③伐採跡地が確実に更新される

方法が選択されているか?

複数の樹種を造林する場合は、樹種ごと

に記載されているか?

(2)造林の方法別の造林の計画

「

(3)伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途

2 備考

植栽の場合、樹種烈Iの植栽本数が、市町

村森林整備計画に定める人工造林の標

準的な方法に適合 しているか?

造林面積 (A+B tt C tt D) ＼
ha

＼ ha

ha

ha

ha

地表処理・刈出し・植込み・

その他 (     )。 なし

ha

地表処理・刈出し・植込み・

その他 (      ),な し

市町村森林整備計画に定める人工造林をすべき期間に適合 しているか。

皆伐の場合 :伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して2年以内

択伐の場合 :伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して 5年を超えない期間

作 業

委託先

鳥獣害
対 策

造拌あ期Fl 造林樹種
樹種別の

造林面積

樹種別の

植栽本数

ha 本

ー

人 工 造 林

(植栽・人工播種)

ヤ

戸

庁

市町村森林整備計画に定める天然更新をすべき期間に適合しているか。伐採が

終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して5年以内

が全て記載されているか?
② 5年後1〒天然更新が完了していない場合又は森林以外の用途に供されてい

ない場合に、その時点から2年以内に造林する計画となつているか?

て いの 用

天 然 更 新

(ぼ う芽 更 新 ・

天 然 下種 更新 )

V′

①伐採後の用途が森林以外 (転用)である場合、その用途が記載されているか?

②転用面積はlha以下か?



注意事項
1 造林面積欄には、伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその
用途を記載した場合を除き、主伐に係る伐採面積と一致するよう記載すること。
2 植栽による面積欄には、市町村森林整備計画において
・植栽によらなければ適確な更新が困難な森林 又は
・木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち特に効率
的な施業が可能な森林の区域内にあつて、植栽による更新を行う森林

として定められているものの伐採跡地の面積を下回らないよう記載すること。
3 造林樹種欄、樹種別の造林面積欄及び樹種別の植栽本数欄には、複数の樹種を造林
する場合には、造林する樹種ごとに複数の行に分けて記載すること。
4 5年後において適確な更新がなされない場合欄には、造林の方法を天然更新による
場合 (伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途を記載し
た場合であつて、伐採の終了した日から5年後において当該用途に供されていないと
きを含む。)における造林の期間、造林樹種、樹種別の造林面積、樹種別の植栽本数
及び鳥獣害対策を記載すること。
5 ′烏獣害対策欄には、防護柵あ設置、幼齢木保護具の設置などの方法を記載するこ
と。

6 僚採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途欄には、伐採
後 5年以内において当該伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合にのみ
記載すること。



４

　
１

届出書の記載例

① 伐採方法が皆伐であつて、伐採後の造林の計画が人工造林の場合

市町村長 殿

伐 採 及 び 伐 採 後 の 造 林 の 届 出 書

_   令和 4年 10月 1日

ー
住 所

届出人 氏名

OO市○○町 1-2
森林 太郎

す

次のとおり森林の立木を伐採したいので、森林法第 10条の 8第 1項の規定により届け出ま

本伐採は届出者である 森林太郎 が所有する立木を伐採するもので
伐採箇所が複数地番にまたがる場合

は該当する地番を全て記載する。

1 森林の 所

2 伐採及び伐採後の造林の計画

別添の伐採計画書及び造林計画書のとおり

3 備考

○○国立公園普通地域

注意事項

1 伐採する森林の所在する市町村ごとに提出すること。

2 伐採する者と伐採後の造林をする者 とが異なり、これらの者が共同して提出する場

合にあつては、当該伐採する者 と当該伐採後の造林をする者が、伐採及び伐採後の造

林の計画をそれぞれ作成 した上で、連名で提出すること。

3 伐採及び伐採後の造林の計画は、森林の所在場所ごとに記載することとし、面積

は、小数第 2位まで記載 し、第 3位を四捨五入すること。

伐採の始期の 30～ 90日 前
であり、適正。

○○市 △△町 大字○○ 字△△ 地番 1234-1番地,1234-2番 地



(別添 )

1 伐採の計画

伐 採 計 画 書

住 所

届出人 氏名

OO市○○町 lr2-3
森林 太郎  |

全ての地番の合計画積を記載する。

伐採の始期が届出日以降 30

～90日 であり、適正

2 備考

注意事項

1 伐採率欄には、立木材積による伐採率を記載すること。
2 樹種は、すぎ、ひのき、まつ (あかまつ及びくろまつをいう。)、 からまつてえぞ
まつ、とどまつ、その他の針葉樹、ぶな、′くぬぎ及びその他の広葉樹の別に区分 して
記載すること。

3 伐採齢欄には、伐採する森林が異齢林の場合においては、伐採する立木のうち最も
多いものの年齢を記載 し、最も年齢の低いものの年齢と最も年齢の高いものの年齢 と
を「 (O～○)」 のように記載すること。

4 伐採の期間が1年を超える場合においては、年次別に記載すること。

伐 採 面 積 2.00ha(う ち人工林2.00ha)

供 採 方 法 ∞ 択伐)・ 間伐 伐採率 100°/。

作 業 委 託 先 (有)○○林業

伐 採 樹 種 ス ギ

伐  採  齢 50

伐 採 の 期 間 令和 4年 11月 15日 令和 5年 3月 15日   /

鬱 ・架線・その他 (  )集 材 方 法

幅員 3m ` 延長 500m



(別添 )

造 林 計 画 書

住 所

届出人 氏名

1 伐採後の造林の計画
主伐に係る伐採面積と一致しており、通正。

(1)造林の方法別の造林面積等の計画

(2)造林の方法別の造林の計画

(3)伐採後において 外の用途に供されることとなる場合のその用途

2 備考

OO市○○町 1-2-3
森林 太郎

2.00ha

2.00ha

2.00ha

― ha

― ha

一 ha

地表処理・刈出し ,植込み・

その他 (      )・ なし

工 ha

地表処理・刈出し・植込み・

その他 (      )'な し

造林面積 (A tt B tt C+D)

造林の期間 造林樹種
樹種別の

造林面積

樹種別の

植栽本数

作 業

委託先

鳥獣害

対 策

人 工 造 林

(植栽・人工播種 )

缶和 5年 4月 1日

缶和 5年 5月 31日

ヒノキ 1.00ha 2,509本

△△森林組合
幼齢木保護

具の設置ス ギ 1.00ha 2,500本

天 然 更 新

(ぼ う芽 更 新 ・

天 然 種 更 新 )

伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日か

ら起算 して 2年以内となっているため、

― ha 一 本



注意事項
1 造林面積欄には、伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその
用途を記載した場合を除き、主伐に係る伐採面積と一致するよう記載すること。
2 植栽による面積欄には、市町村森林整備計画において
。植栽によらなければ適確な更新が困難な森林 文は             

′

・木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち特に効率
的な施業が可能な森林の区域内にあつて、植栽にょる更新を行う森林

として定められているものの伐採跡地の面積を下回らないよう記載すること。
3 造林樹種欄t樹種別の造林面積欄及び樹種別の植栽本数欄には、複数の樹種を造林
する場合にlまて造林する樹種ごとに複数の行に分けて記載するこヽと。
4 5年後において適確な更新がなされない場合欄には、造林の方法を天然更新による
場合 (伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途を記載し
た場合であつて、伐採の終了した日から5年後において当該用途に供されていないと
きを含む。)における造林の期間、造林樹種、樹揮別の造林面積、樹種別の植栽本数
及び鳥獣害対策を記載すること。
5 鳥獣害対策欄には、防護柵の設置、幼齢木保護具の設置などの方法を記載するこ
と。

6 伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途欄には、伐採
後 5年以内において当該伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合にのみ

1 記載すること。                         .



② 伐採方法が皆伐であつて、伐採後の造林の計画が天然更新の場合

伐 採 及 び 伐 採 後 の 造 林 の 届 出 書

○○市長 殿

伐採する者 と伐採後の造

林をする者が異 なる場合

は、連名で届け出る。

す

1 の所在場所

2 伐採及び伐採後の造林の計画

別添の伐採計画書及び造林計画書のとおり

3 備考

○○市△△町字回□ 123
00林業

代表取締役 林野 次郎

令和4年 9月 15日

ヒ 伐採の始期の 30～ 90日 前
であり、適正。

住 所

届出人 氏名
〔
伐採する者 (立木を買い

受けて伐採する者等) 〕

住 所

届出人

OO市○○町 1-2-3
氏名 森林 太郎

伐採後の造林をする者

(森林所有者)〔 〕

次のとおり森林の立木を伐採したいので、森林法第 10条の 8第 1項の規定により届け出ま

本伐採は届出者のうち OO林 業 が所有する立木を伐採するものです。
伐採箇所が複数地番にまたがる場合
は該当する担番を全て記載すると

注意事項
1 伐採する森林の所在する市町村ごとに提出することと

2 伐採する者と伐採後の造林をする者とが異なり、これらの者が共同して提出する場

合にあつては、当該伐採する者と当該伐採後の造林をする者が、伐採及び伐採後の造

林の計画をそれぞれ作成した上で、連名で提出すること。

3 伐採及び伐採後の造林の計画は、森林の所在場所ごとに記載することとし、面積

は、小数第 2位まで記載し、第 3位を四捨五入すること。



(別添)

伐 採 計 画 書

全ての地番の合計画積を記載する。

○○市△△町字□□ 123
氏名 ○○林業

代表取締役 林野 次郎

所

人出

仁

届

1 の計画

伐保の期間が1年を超える場合は、
年次別に記載する。

伐採の始期が届出日以降 30

～90日 であり、適正

2 備考

注意事項
1 伐採率欄には、立木材積による伐採率を記載すること。
2 樹種は、すぎ、ひのき、まつ (あかまつ及びくうまっをいう。)て からまつ、

tえ
ぞ

まつ、とどまつ、その他の針葉樹、ぶな、くぬぎ及びその他の広葉樹の別に区分して
記載すること。

3 伐採齢欄には、伐採する森林が異齢林の場合においては、伐採する立木のうち最も
多いものの年齢を記載し、最も年齢の低いものの年齢と最も年齢の高いものの年齢と
を「 (○～○)」 のように記載すること。

4 伐採の期間が 1年を超える場合においては、年次別に記載すること。

伐 採 面 積 3.30ha(う ち令和 4年度 天然林2.20ha、 令和 5年度 天然林1.10ha)

伐 採 方 法 ∞ 択伐)・ 間伐 伐採率 100%

作 業 委 託 先

伐 採 樹 種 クメギ、その他広葉樹

伐  採  齢 45(35～ 50)
オ

伐 採 の 期 間 令和 4年 11月 1日 令和 5年 12月 31日
/

勢
・架線 。その他 (  )集 材 方 法

幅員 3m 延長  750m



(別添 )

1 伐採後の造林の計画

(1)造林の方法別の造林面積等の計画

(2) の方法別の造林の計画

住 所

届出人 氏名

主伐に係る伐採面積と一致 しており、通正。

用途に供されることとなる

○○市○○町 1-2-3
森林 太郎

造 林 計 画 書

を乗 じて得た本数を記載する。

(例)3,000本/ha x 3 30ha=9,900本
5年後において適確な更新が完了していない場合は、当該本数に足ら

ざる本数

2 備考

3.30ha

― ha

― ha

― ha

3.30ha

2.20ha

紺
・刈出し。植込み 。

芽かき )・ なし

1,10ha

造林面積 (A tt B+C tt D)

・なし柵 語
・
甥 i

伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算
して5年を超えない期間となうているため、道正。

造林樹種
樹種別の

造林面積

樹種別の

植栽本数

作 業

委託先

鳥獣害

対 策
造林の期間

― ha 一 本
工 造  林

クヌギ 2.20ha
防護柵の

1.10ha令不日11年 3月 31日

い
令和 6年 4月 1日

その他広葉樹

9,900月ト

`と

防護柵の

設置

天 然 更 新

(ぼ う芽 更 新 ・

天 然 下 種 更 新 )

5年後において

適 確 な 更 新 が

なされない場合

令和■年4月 1日

令和12年 3月 31日

その他広葉樹 3.30ha

氏

く天然更新を計画する全面積を記戦する。
5 了の見込みに関係な伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日

から起算 して 7年を超えない期間となつてお

り、かつ植栽が計画されているため、適正。



注意事項
1 造林面積欄には、伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその
用途を記載した場合を除き、主伐に係る伐採面積と一致するよう記載すること。
2 植栽による面積欄には、市町村森林整備計画において
・植栽によらなければ適確な更新が困難な森林 又は     |
・木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち特に効率
的な施業が可能な森林の区域内にあつて、植栽による更新を行う森林

として定められでいるものの伐採跡地の面積を下回らないよう記載すること。
3 造林樹種欄、樹種別の造林面積欄及び樹種別の植栽本数欄には、複数の樹種を造林
する場合には、造林する樹種ごとに複数の行に分けて記載すること。

4 5年後において適確な更新がなされない場合欄には、造林の方法を天然更新による
場合 (伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途を記載し
た場合であつて、伐採の終了した日から5年後において当該用途に供されていないと
きを含むも)における造林の期間、造林樹種、樹種別の造林面積、樹種別の植栽本数
及び鳥獣害対策を記載すること。
5 鳥獣害対策欄には、防護柵の設置、幼齢木保護具の設置などの方法を記載するこ
と。           、

6 僚採後におぃて森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途欄には、伐採
後 5年以内において章該伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合にのみ
記載すること。



③ 伐採方法が択伐であつて、伐採後の造林の計画が天然更新の場合

伐 採 及 び 伐 採 後 の 造 林 の 届 出 書

市町村長 殿

住 所

届出人 氏名

令和 4年 10月 1日

ヒ

○○市〇〇町 1-2
森林 太郎

次のとおり森林の立木を伐採 したいので、森林法第 10条の B第 1項の規定により届け出ま

すЬ

本伐採は届出者である 森林太郎 が所有する立木を伐採するもの

1 森林の所在場所

伐採箇所が複数地番にまたがる堀合
は該当する地番を全て記戦する。

2 伐採及び伐採後の造林の計画

別添の伐採計画書及び造林計画書のとお り

3 備考

注意事項                                   .
1 伐採する森林の所在する市町村ごとに提出すること。

2 伐採する者と伐採後の造林をする者とが異なり、これらの者が共同して提出する場

合にあつては、当該伐採する者と当該伐採後の造林をする者が、伐採及び伐採後の造

林の計画をそれぞれ作成 した上で、連名で提出すること。

3 伐採及び伐採後の造林の計画は、森林の所在場所ごとに記載することとし、1面積

は、小数第 2位まで記載 し、第 3位を四捨五入すること。

伐採の始期の 30～ 90日 前

であり、

〇〇市 △△町 大学○○ 字△△ 地番 1234-1番地,1234-2番 地



(別添 )

伐 採 計 画 書

住 所

届出人 氏名

OO市〇〇町 1-2二 3

森林 太郎

全ての上也番の合計画積を記載する。 市町村森林整備計画に定める立
木の伐採 (主 伐 (択伐))の標準
的な方法に照らして道正な伐採
率となつているか?

伐採の始期が届出日以降 30

～90日 であり、適正

1 の計画

2 備考

注意事項
1 伐採率欄には、立木材積による伐採率を記載することを
2 樹種は、すぎ、ひのき、まつ (あかまつ及びくうまつをいう。)、 からまつ、えぞ
まつ、とどまつ、その他の針葉樹、ぶな、くぬぎ及びその他の広葉樹の別に区分 して
記載すること。

3 伐採齢欄には、伐採する森林が異齢林の場合においては、伐採する立木のうち最も
多いものの年齢を記載 しく最も年齢の低いものの年齢と最も年齢の高いものの年齢 と
を「 (O～o)」 のように記載すること。

4 伐採の期間が 1年を超える場合においては、年次別に記載すること。

伐 採 面 積 2.00ha(人 工林2.00ha)

伐 採 方 法 Φ   (皆伐 ⑩ ・間伐 伐 採 率
/

400/O

作 業 委 託 先 Q①森林組合

伐 採 樹 種 ヒノキ

伐  採  齢 60
オ

伐 採 の 期 間 令和 4年 11月 1日 令不日5年 3月 15日
/

集,路 (丞D。 そあ仲 (  )集 材 方 法

幅員  m 延長  m



(別添 )

1 伐採後の造林の計画

(1)造林の方法別の造

2 備考

造 林 計 画 書

住 所

届出人 氏名

主伐に係る伐採面積と一致しており、適正。

の そ

OOttOO町 1-2-3
森林 太郎

の計画

造林の方法別の造林の計画

2.00ha

ha

ha

― ha

2.00ha

― ha

み地表処理・刈出 し・

その他 ( )。 なし

造林面積 (A+B+C+D)

人工造林による面積 (A tt B)

植栽による面積 (A)

人工播種による面積 (B)

天然更新による面積 (C tt D)

ぼう芽更新による面積 (C)

天然更新補助作業の有無

天然下種更新による面積 (D)

天然更新補助作業の有無
・刈出し・植込み 。

)。 なし

2.00ha

伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算
して5年を超えない期間となつているため、適正。

造林の期間

べき立木の本数に面積を乗じて得た本数

(伊l) 3,000本/ha卜 2 00haX0 4 = 2,400本

5年後において適確な更新が完了していない場合は、当該本数に足ら

作 業

委託先

鳥獣害

対 策

樹種別の

造林面積

樹種別の

植栽本数

る。

造林樹種

(植栽

工 造  林
hε 本

ガ2.00ha
令和 5年 4月 1日

令和 10年 3月 31日

導

その他広葉樹

2,400本 防護柵

天 然 更 新

(ぼ う芽 更 新 ・

下 種 更 新 )

5年後において

適 確 な 更 新 が

なされない場合

令和■年4月 1日

令和 13年 3月 31日

その他広葉樹 2.00hて ,

く天然更新を計画する全面積を記載する。
5 のから起算 して 7年 を超えない期間となってお 供されることとなる

り、かつ植栽が計画されているため、適正。

の

の翌年度の初日伐採が終了した日を



注意事項
1 造林面積欄には、伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその
用途を記載した場合を除き、主伐に係る伐採面積と一致するよう記載すること。

写 植栽による面積欄には、市町村森林整備計画において
。植栽によらなければ適確な更新が困難な森林 又は
・本材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち特に効率
的な施業が可能な森林の区域内にあつて、植栽による更新を行う森林

,と して定められているものの伐採跡地の面積を下回らないよう記載すること。
3 造林樹種欄、樹種別の造林面積欄及び樹種別の植栽芥数欄には、複数の樹種を造林
する場合には、造林する樹種ごとに複数の行に分けて記載すること。

4 5年後において適確な更新がなされない場合欄には、造林の方法を天然更新による
場合 (伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途を記載し

:た場合であつて、伐採の終了した日から5年後において当該用途に供されていないと
きを含む。)における造林の期間、造林樹種、樹種別の造林面積、樹種別の植栽本数
及び鳥獣害紺策を記載することと
5 鳥獣害対策欄には、防護柵の設置、幼齢木保護具の設置などの方法を記載するこ
と。

6 伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合σ)そ の用途欄には、伐採
後 5年以内において当該伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合にのみ
記載すること。



④ 伐採方法が間伐の場合

伐 採 及 び 伐 採 後 の 造 林 の 届 出 書

市町村長 殿

住 所

届出人
・

氏名

令和 4年 10月 1日

OO市○○町 1-2
△△森林組合

組合長 森林 花子

次のとお り森林の立木を伐採 したいので、森林法第 10条の 8第 1項の規定により届け出ま

す。

本伐採は長期受委託契約に基づき 森林太郎 が所有する立木を伐採す の

1 森林の所在場所

2 伐採及び伐採後の造林の計画

別添の伐採計画書及び造林計画書のとお り

3 備考

注煮事項

1 伐採する森林の所在する市町村ごとに提出すること。

2 伐採する者と伐採後の造林をする者 とが異なり、これらの者が共同して提出する場

合にあつては、当該伐採する者 と当該伐採後の造林をする者が、伐採及び伐採後の造

林の計画をそれぞれ作成 した上で、連名で提出すること。

3 伐採及び伐採後の造林の計画は(森林の所在場所ごとに記載することとし、面積

は、小数第 2位まで記載 し、第 3位を四捨五入すること。

伐採の始期の 30～ 90日前
であり、適正。

伐採箇所が複数地番にまたがる場合
は該当する地番を全て記載する3



(別添 )

伐 採 計 画 書

住 所    OO市 ○○町 1-2-3
届出人 氏名 △△森林組合

組合長 森林 花子

1 伐採の計画
全ての地番の合計画積を記載する

2 備考

を活用して間伐木を搬出する。

注意事項

1 伐採率欄には、立木材積による伐採率を記載すること。
2 樹種は、すぎ、ひのき、まつ (あか革つ及びくろまつをいう。)、 からまつ、えぞ
まつ、とどまつ、その他の針葉樹、ぶな、くぬぎ及びその他の広薬樹の別に区分して

1 記載すること。13i伐
採齢欄には、伐採する森林が異齢林の場合においては、伐採する立木のうち最も

多いものの年齢を記載し、最も年齢の低いものの年齢と最も年齢の高いものの年齢と
を「 (〇年○)」 のように記載すること。                .

4 伐採の期間が 1年を超える場合においては、年次別に記載すること。

伐採齢及び市町村森林整備計
画に定める間伐の標準的な方
法に照らして適正な伐採率と
なっているか?
(伐採後の造林が必要となる
ような、過大な伐採率とな
つていないことを確認)

伐採の始期が届出日以降 30

～90日 であり、適正

伐 採 面 積 2.00ha

伐 採 方 法 主伐 (皆伐・択伐)(窪三ED 伐 採 率 30。/。

作 業 委 託 先

伐 採 樹 種 ヒノキ

伐  採  齢 35

伐 採 の 期 間 令和 4年 11月 15日 令和 5年 3月 15日
々

イ

集材路・架線 。その他 (  )集 材 方 法

幅員  m ・ 延長 m



(別添 )

造 林 計 画 書

(造林をする者の住所・氏名 )

1 伐採後の造林の計画

1)造林の方法別の造林面積等の計画

(2)造林の方法別の造林の計画

(3)伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途

2 備考

造林面積 (AttBttcttD) ― ha

人工造林による面積 (A tt B) ― ha

植栽による面積 (A)
― ha

人工播種による面積 (B)
間伐は更新 を伴わない

伐採であるため、伐採後

の造林の計画は不要

― ha

天然更新による面積 (C tt D ― ha

ぼ う芽更新による面積 (C) ― ha

天然更新補助作業の有無 イ 地表処理 ,刈 し・植込み

その他 ( )。 なし

天然下種更新による面積 (D) ― ha

地表
―
処理 P刈出 し・ み

天然更新補助作業の有無
その他 ( )。 なし

造林の期間 造林樹種
樹種別の

造林面積

樹種別の

植栽本数

作 業

委託先

鳥獣害

対 策

人 工 造 林

(植栽 七人工播種)

天 然 更 新

(ぼ う芽 更 新 ・

天 然 下 種 更 新 )

― ha

― ha 二 本



注意事項

1 造林面積欄には、伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその
用途を記載した場合を除き、主伐に係る伐採面積と下致するょう記載すること。
2 植栽による面積欄には、市町村森林整備計画において
。植栽によらなければ適確な更新が困難な森林 又は
・木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち特に効率

的な施業が可能な森林の区域内にあつて、植栽による更新を行 う森林
として定められているものの伐採跡地の面積を下回らないよう記載すること。

e 造林樹種欄、樹種別の造林面積欄及び樹種別の植栽本数欄には、複数の樹種を造林
する場合には、造林する樹種ごとに複数の行に分けて記載すること。

4 5年 後において適確な更新がなされない場合欄には、造林の方法を天然更新による
場合 (伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途を記載 し
た場合であつて、伐採の終了した日から5年後において当該用途に供されていないと
きを含む。)における造林の期間、造林樹種、樹種別の造林面積、樹種別の植栽本数
及び鳥獣害対策を記載すること。
5 鳥獣害対策欄には、防護柵の設置、幼齢本保護具の設置などの方法を記載するこ
と。

6 伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途欄には、伐採
後 5年以内において当該伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合に

')み下
記載すること。



⑤ 伐採後において森林以タトの用途に供されることとなる場合

〇〇市長 殿

伐 採 及 び 伐 採 後 の 造 林 の 届 出 書

住 所

届出人 氏名

令和 4年 10月 1日

ヒ

○○市○○町 1-2-e
森林 太郎

伐採の始期の 30～ 90日前
であり、適正。

す。

次のとおり森林の立木を伐採したいので、森林法第 10条の 8第 1項の規定により届け出ま

本伐採は届出者である 森林太郎 が所有する立木を伐採するものです。

の所在場所

2 伐採及び伐採後の造林の計画

別添の伐採計画書及び造林計画書のとお り

3 備考

注意事項

1 伐採する森林の所在する市町村ごとに提出すること。

2 伐採する者 と伐採後の造林をする者 とが異なり、これらの者が共同して提出する場

合にあつては、当該伐採する者 と当該伐採後の造林をする者が、伐採及び伐採後の造

林の計画をそれぞれ作成した上で、連名で提出すること。

3 伐採及び伐採後の造林の計画は、森林の所在場所ごとに記載することとし、面積

は、小数第 2位まで記載 し、第 3位を四捨五入すること。

1

○○市 △△町 大字○○ 宇△△ 地番 1234-1番 地



(別添 )

1 伐採の計画

2 備考

伐 採 計 画 書

住 所

届出人 氏名

○○市○○町 1-2下 3

森林 太郎

伐採面積が l ha以 下であり、適正。

注意事項

1 伐採率欄には、立木材積による伐採率を記載すること。
2 樹種は、すぎ、ひのき、まつ (あかまつ及びくろまつをいう。)、 からまつてえぞ
まつ、とどまつ、その他の針葉樹、ぶな、くぬぎ及びその他の広楽樹の別に区分して
記載すること。

3 伐採齢欄には、伐採する森林が異齢林の場合においては、伐採する立木のうち最も
多いものの年齢を記載 し、最も年齢の低いものの年齢と最も年齢の高いものの年齢と
を「 (○～○)」 のように記載すること。    .

4 伐採の期間が 1年を超える場合においては、年次別に記載すること。

伐 採 面 積 0.50ha(人 工林0.50ha)

伐 採 方 法 択伐)・ 間伐 伐採率 100%

作 業 委 託 先 (有)□□林業

伐 採 樹 種 ス ギ

伐  採  齢 60
伐採の始期が届出日以降 30

～90日 であり、適正

伐 採 の 期 間 令和 4年 11月 15日 令和 5年 3月 15日
イ

聾翌D杵 架線・その他(  )集 材 方 法

幅員 3m ・ 延長  100m



(別添 )

1 伐採後の造林の計画

(1)造林の方法別の造林面積等の計画

(2)造林の方法別の造林の計画

2

造 林 計 画 書

住 所

届出人 氏名

○○市○○町 1-2-3
森林 太郎

伐採後において森林以外の

用途に供されることとなる

ため、伐採後の造林の計画

は不要。

伐採後において森林以外の用途に供されることとなる

ため、「5年後において適確な更新がなされない場合」

襴以外は記載不要。

(3)伐採後において森林以外の用途に供 されることとなる場合のその用途

― ha

― ha

― ha

― ha

― ha

― ha

地表処理・刈出し。植込み・

その他 (      )「 なし

― ha

地表処理・刈出し・植込み・

その他 (      )。 なし

造林面積 (A tt B tt C tt D)

樹種別の

造林面積

樹種別の

植栽本数

作 業

委託先

鳥獣害

対 策革林の期F日/ 造林樹種

一 本
人 工 造 林

(植栽・人工播種)

y
― ha

― ha

1,500本
幼齢木保護

具の設置

天 然 更 新

(ぼ う芽 更 新 ・

天 然 下 種 更 新 )

令和10年 4月 1日

令和 11年 3月 31日

ス ギ

＼

0.50ha

伐採が終了した日を含む年度の

翌年度の初日から起算して 5年
を経過した日において (3)の用途

に供されていない場合には、その

時点から2年以内に森林に復旧

する旨の造林の計画を記載する。

(た だし、5年以内に転用した場

合は、造林の計画の履行は要し

ない。)

伐採後に宅地造成を予定 (転用予定時期 :令和 5年 8月 )

伐採後の用途が森林以外

場合、その用途及び時期

(転用)である
を記載する。



注意事項
1 造林面積欄には、伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその
用途を記載した場合を除き、主伐に係る伐採面積と一致するよう記載すること。
2 植栽による面積欄には、市町村森林整備計画において
。
植栽によらなければ適確な更新が困難な森林 又は・
誇騒紀箋講雛鎌源琶寝厨尼雰:写弊鯖賛銘募安禁宗

うち
年
に効率

として定められているものの伐採跡地の面積を下回らないよう記載すること。
3 造林樹種欄、樹種別の造林面積欄及び樹種別の植栽本数欄には、複数の樹種を造林
する場合には、造林する樹種ごとに複数の行に分けて記載すること。
4 5年後において適確な更新がなされない場合欄には、造林の方法を天然更新による
場合 (伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途を記載し
た場合であつて、伐採の終了した日から5年後において当該用途に供されていないと
きを含む。)における造林の期間、造林樹種、樹種別の造林面積、樹種別の植栽本数
及び鳥獣害対策を記載すること。
5 鳥獣害対策欄には、防護柵の設置(幼齢木保護具の設置などσ)方法を記載するこ
と°                                            下

6 伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合のその用途欄には、伐採
後 5年以内において当該伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合にのみ
記載すること。


